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（様式２―１①） 【単独事業者】

令和  年  月  日 

 

志賀町長 稲岡 健太郎 様 

 

提 出 者 

商 号 又 は名 称   

所 在 地   

代 表 者 氏 名   印 

連絡 

担当者 

所       属  

氏       名  

電 話 番 号  

（携帯電話等注：1）  

Ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ  

 

 

 

 

志賀町買取型復興公営住宅整備事業[富来地域その２]について、事業者募集要領に基づき

参加することを表明します。 

なお、本事業にかかる「事業者募集要領 第４ 応募者の要件」に該当するものであること、並

びに本書及び様式２－５の記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 
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（様式２―１②） 【連合体】

令和  年  月  日 

 

 

 

志賀町長 稲岡 健太郎 様 

 

提出者 

連  合  体  名 
 

代 表 事 業 者 
 

所    在    地 

（代表者の本店所在地） 

 

代 表 者 氏 名 
 

印 

連絡 

担当者 

所 属  

氏 名  

電  話  番  号  

（携帯電話等注：1）  

Ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ  

 

 

 

志賀町買取型復興公営住宅整備事業[富来地域その２]について、事業者募集要領に基づき

参加することを表明します。 

なお、本事業にかかる「事業者募集要領 第４ 応募者の要件」に該当するものであること、並

びに本書及び様式２－３、２－４、２－６、２－７、２－８、２－９の記載事項は事実と相違ないこと

を誓約します。 
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（様式２－２） 【連合体】 

志賀町長 稲岡 健太郎 様 

                

連合体構成事業者 

所在地 

商号又は名称                     

代表者氏名                      印 

 

連合体構成事業者       

所在地 

商号又は名称                     

代表者氏名                      印 

 

連合体構成事業者       

所在地 

商号又は名称                     

代表者氏名                      印 

  

 

私達は、下記の者に志賀町買取型復興公営住宅整備事業[富来地域その２]に関する次の権

限を委任します。 

記 

代表事業者（代理人）     

所在地 

商号又は名称                     

代表者氏名                      印 

 

代表事業者（代理人）応募書類等使用印鑑     

                                     印 

 

委任事項 

１ 応募書類等の提出に関すること 

２ との連絡調整等に関すること 
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（様式２－３） 【連合体】 

代 表 事 業 者 

所 在 地  

商号又は名称  

代 表 者 氏 名  

 

□ 設計事業者 

□ 工事監理事業者 

所 在 地  

商号又は名称  

代 表 者 氏 名  

□ 設計事業者 

□ 工事監理事業者 

所 在 地  

商号又は名称  

代 表 者 氏 名  

□ 設計事業者 

□ 工事監理事業者 

所 在 地  

商号又は名称  

代 表 者 氏 名  

 

建設事業者① 

所 在 地  

商号又は名称  

代 表 者 氏 名  

建設事業者② 

所 在 地  

商号又は名称  

代 表 者 氏 名  

建設事業者③ 

所 在 地  

商号又は名称  

代 表 者 氏 名  

 

宅地建物取引事業者 

所 在 地  

商号又は名称  

代 表 者 氏 名  

免 許 証 番 号     免許（      ）     号 
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（様式２－４） 【連合体】

代表事業者 
 

構成事業者① 

商 号 又は名 称  

担 当 者 名  

所 属  

所 在 地  

電 話 番 号  

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

構成事業者② 

商 号 又は名 称  

担 当 者 名  

所 属  

所 在 地  

電 話 番 号  

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

構成事業者③ 

商 号 又は名 称  

担 当 者 名  

所 属  

所 在 地  

電 話 番 号  

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

構成事業者④ 

商 号 又は名 称  

担 当 者 名  

所 属  

所 在 地  

電 話 番 号  

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

構成事業者⑤ 

商 号 又は名 称  

担 当 者 名  

所 属  

所 在 地  

電 話 番 号  

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  
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（様式２－５①） 【単独事業者】 

 

建 築 士 

事 務 所 

名 称  

要件の適合 

 

適・否 

所 在 地  

一級建築士事務所、 

二級建築士事務所 

又は木造建築士事務所の別 

 

登録申請者 
氏名又は名称 

住所又は事務所所在地 

登録年月日   年  月  日 

登 録 番 号  

有 効 期 間     年   月   日 か ら 令 和   年   月   日ま で 

建 築 士 

在 籍 数 

一 級  
－ 

二 級  

商 号 又 は 名 称  

要件の適合 

 

適・否 

代 表 者 氏 名  

許 可 番 号  

許可の有効期限  

建 設 業 の 種 類  

 

商号又は名称  

要件の適合 

 

適・否 

代 表 者 氏 名  

主たる事務所  

免 許 証 番 号  

有 効 期 間     年   月   日 か ら 令 和   年   月   日 ま で 

専 任 の 宅 地 

建 物 取 引 士 

氏 名  
－ 

登録番号  
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（様式２－５②） 【単独事業者】 

 

１ 

業  務  名  

要件の適合 

 
適・否 

工 事 場 所  

建 築 主 名  

延 べ 面 積            ㎡ 階 数      

構 造  戸 数  戸 

業 務 期 間    年   月   日 か ら 令 和  年   月   日 ま で 

備   考  

２ 

業  務  名  

要件の適合 

 
適・否 

工 事 場 所  

建 築 主 名  

延 べ 面 積            ㎡ 階 数      

構 造  戸 数 戸 

業 務 期 間    年   月   日 か ら 令 和  年   月   日 ま で 

備   考  

 

１ 

業  務  名  

要件の適合 

 
適・否 

工 事 場 所  

建 築 主 名  

延 べ 面 積            ㎡ 階 数      

構 造  戸 数 戸 

業 務 期 間    年   月   日 か ら 令 和  年   月   日 ま で 

備   考  

２ 

業  務  名  

要件の適合 

 
適・否 

工 事 場 所  

建 築 主 名  

延 べ 面 積            ㎡ 階 数      

構 造  戸 数 戸 

業 務 期 間    年   月   日 か ら 令 和  年   月   日 ま で 

備   考  

  



 

15 

（様式２－５③） 【単独事業者】 

１ 

業 務 名  

要件の適合 

 
適・否 

工事場所  

建築主名  

延べ面積            ㎡ 階 数      

構 造  戸 数 戸 

業務期間    年   月   日 か ら 令 和  年   月   日 ま で 

備   考  

２ 

業 務 名  

要件の適合 

 
適・否 

工事場所  

建築主名  

延べ面積            ㎡ 階 数      

構 造  戸 数 戸 

業務期間    年   月   日 か ら 令 和  年   月   日 ま で 

備   考  
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（様式２－５④） 【単独事業者】 

本事業にかかる「事業者募集要領」 第４応募者の要件「１共通要件（２）応募者の共通の資格要件」を満た

すことを誓約します。 

資格要件の適合 応募者の共通の資格要件 

適・否 ア 「成年被後見人」に該当しない 

適・否 
イ 「民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第３条第３項の規定により、なお従

前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治 29 年法律第 89 号）第 11 条に規定す

る準禁治産者 」に該当しない 

適・否 ウ 「被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの 」に該当しない 

適・否 
エ 「民法第 17 条第１項の規定による契約締結に関する同権付与の審判を受けた被補助人であっ

て、契約締結のために必要な同意を得ていないもの 」に該当しない 

適・否 
オ 「営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないも

の」に該当しない 

適・否 
カ 「破産法（平成 16 年６月２日法律第 75 号）第 256 条による復権の決定を受けていない者」に該

当しない 

適・否 
キ 「地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者 （同項各号

のいずれかに該当する事実があった後２年を経過した者を除く。）又はその者を代理人、支配人そ

の他の使用人若しくは入札代理人として使用する者 」に該当しない 

適・否 ク 「建設業法第 28 条第３項又は第５項の規定による営業停止命令を受けている者 」に該当しない 

適・否 
ケ 「宅地建物取引業法第 65 条第２項又は第４項の規定による業務の停止命令を受けている者」に

該当しない 

適・否 コ 「建築士法第 26 条第２項の規定による事務所の閉鎖命令を受けている者 」に該当しない 

適・否 

サ 「会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項又は第２項の規定による更生手続開

始の申立て（以下「更生手続開始の申立て」という。）をしている者又は更生手続開始の申立てを

なされている者。ただし、同法第 41 条第１項の更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係

る同法第 199 条第１項の更生計画の認可の決定があった場合を除く。」に該当しない 

適・否 

シ 「民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の第１項又は第２項の規定による再生手続き

開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし、同法第 33 条第１項の再生手

続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第 174 条第１項の再生計画認可の決定が確定

した場合を除く。」に該当しない 

適・否 

ス 「会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成 17 年法律第 87 号）第 64 条による

改正前の商法（明治 32 年法律第 48 号）第381 条第１項（会社法の施行に伴う関係法律の整

備に関する法律第 107 条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）の規定に

よる会社の整理の開始を命ぜられている者」に該当しない 

適・否 
セ 「破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19 条の規定による破産手続開始の破産

手続開始の申立てをなされている者」に該当しない 

適・否 ソ 「過去１年間の国税、地方税その他公租公課について滞納している者」に該当しない  

適・否 
タ 「志賀町建設工事請負業者の指名停止に関する要綱の規定による競争入札参加資格の指名停

止措置を受けている者」に該当しない 

適・否 

チ 「志賀町における令和７・８年度建設工事競争入札参加資格者以外の者であって、志賀町建設工

事請負業者の指名停止に関する要綱に係る指名停止等措置基準の別表に掲げる行為（応募書

類の受付日から当該別表に掲げる行為毎に、対応する期間を遡った日以後のものに限る。）を行

った者」に該当しない 

適・否 
ツ 「志賀町暴力団排除条例（平成２４年条例第１号））の規定による排除措置を受けている者」に該

当しない 
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（様式２－５⑤） 【単独事業者】 

 

本事業にかかる「事業者募集要領」 第４応募者の要件を確認する次の書類を添付してください。 

提出する添付資料のチェック欄にチェック（✓）を入れて、本様式も提出してください。 

 

添付資料 チェック欄 

様式 

2-1① 

関連 

 

事業者の商業登記簿謄本（又は現在事項全部証明書）の写し  

事業者の印鑑登録証明書の写し（発効日から３ヶ月以内のもの） 

※ただし、個人事業者は商業登記簿謄本に代わる書類の提出は不要とする。 
 

税に関し滞納がないことの証明等の書類を添付すること（納税証明書の写しの最

新のものを添付すること）。 

添付する納税証明書の写しはコピーでも可とする。 

１．国税（税務署） 

納税証明書交付請求書にて下記の交付を受け提出すること。 

 個人の場合：「証明書の種類（その３の２）」にて請求する「申告所得税及復

興特別所得税」と「消費税及地方消費税」に未納税額がないことの証明書 

 法人の場合：「証明書の種類（その３の３）」にて請求する「法人税」と「消費

税及地方消費税」に未納税額がないことの証明書 

２．県税（地域振興局） 

納税証明書交付申請書にて下記の申請をし、交付を受け提出すること。 

 使用目的欄：「７その他」を○で囲み、カッコ内に「志賀町買取型復興公営

住宅整備事業の応募」と記載する。 

 証明事項欄：「６県税に未納（課税）がないこと」を○で囲む。 

３．個人県民税（お町村） 

個人（法人）県民税は住所を有する市町村が窓口となるので、必要な申請を

行い、交付（滞納がないことの証明等）を受け提出すること。 

 

様式 

2-5① 

関連 

（1）設計・工事監理業に関する資格を確認する資料：建築士法第 23 条の３第１

項の規定に基づく建築士事務所登録通知書のコピー 
 

（2）建築工事業に関する資格を確認する資料：建設業法第３条の規定に基づく

建設業許可通知書のコピー 
 

（3）宅地建物取引業に関する資格を確認する資料：宅地建物取引業法第３条

第１項の規定に基づく宅地建物取引業者免許証及び同法第 22 条の２第１項に

基づく宅地建物取引士証のコピー 

様式 

2-5②③ 

関連 

（1）設計業務の実績を確認する資料 
（様式２－５②、③）で 記載した主

要業務の実績が、明確かつ容易に

確認出来る資料（確認済証及び検

査済証の写し、ＴＥＣＲＩＳ実績の写

し、契約書の写し等） 

（2）工事監理業務の実績を確認する資料 

（3）施工業務の実績を確認する資料 
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【連合体】 

建築士事務所 

名 称  

要件の適合 

 

適・否 

所 在 地  

一級建築士事務所、 

二級建築士事務所 

又は木造建築士事務所の別 

 

登 録 申 請 者 
氏名又は名称 

住所又は事務所所在地 

登 録 年 月 日     年  月  日 

登 録 番 号  

有 効 期 間     年   月   日 か ら 令 和   年   月   日 ま で 

建築士在籍数 
一 級  

－ 
二 級  

 

１ 

業  務  名  

要件の適合 

 

適・否 

工 事 場 所  

建 築 主 名  

延 べ 面 積     ㎡ 階 数      

構 造  戸 数 戸 

業 務 期 間     年   月   日 か ら 令 和  年   月   日 ま で 

備   考  

２ 

業  務  名  

要件の適合 

 

適・否 

工 事 場 所  

建 築 主 名  

延 べ 面 積   ㎡       階 数  

構 造  戸 数 戸 

業 務 期 間 〇 〇   年   月   日 か ら 令 和  年   月   日 ま で 

備   考  
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【連合体】

本事業にかかる「事業者募集要領」 第４応募者の要件「１共通要件（２）応募者の共通の資格要件」を満た

すことを誓約します。 

資格要件の適合 応募者の共通の資格要件 

適・否 ア 「成年被後見人」に該当しない 

適・否 
イ 「民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第３条第３項の規定により、なお従

前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治 29 年法律第 89 号）第 11 条に規定す

る準禁治産者 」に該当しない 

適・否 ウ 「被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの 」に該当しない 

適・否 
エ 「民法第 17 条第１項の規定による契約締結に関する同権付与の審判を受けた被補助人であっ

て、契約締結のために必要な同意を得ていないもの 」に該当しない 

適・否 
オ 「営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないも

の」に該当しない 

適・否 
カ 「破産法（平成 16 年６月２日法律第 75 号）第 256 条による復権の決定を受けていない者」に該

当しない 

適・否 
キ 「地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者 （同項各号

のいずれかに該当する事実があった後２年を経過した者を除く。）又はその者を代理人、支配人そ

の他の使用人若しくは入札代理人として使用する者 」に該当しない 

適・否 ク 「建設業法第 28 条第３項又は第５項の規定による営業停止命令を受けている者 」に該当しない 

適・否 
ケ 「宅地建物取引業法第 65 条第２項又は第４項の規定による業務の停止命令を受けている者」に

該当しない 

適・否 コ 「建築士法第 26 条第２項の規定による事務所の閉鎖命令を受けている者 」に該当しない 

適・否 

サ 「会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項又は第２項の規定による更生手続開

始の申立て（以下「更生手続開始の申立て」という。）をしている者又は更生手続開始の申立てを

なされている者。ただし、同法第 41 条第１項の更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係

る同法第 199 条第１項の更生計画の認可の決定があった場合を除く。」に該当しない 

適・否 

シ 「民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の第１項又は第２項の規定による再生手続き

開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし、同法第 33 条第１項の再生手

続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第 174 条第１項の再生計画認可の決定が確定

した場合を除く。」に該当しない 

適・否 

ス 「会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成 17 年法律第 87 号）第 64 条による

改正前の商法（明治 32 年法律第 48 号）第381 条第１項（会社法の施行に伴う関係法律の整

備に関する法律第 107 条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）の規定に

よる会社の整理の開始を命ぜられている者」に該当しない 

適・否 
セ 「破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19 条の規定による破産手続開始の破産

手続開始の申立てをなされている者」に該当しない 

適・否 ソ 「過去１年間の国税、地方税その他公租公課について滞納している者」に該当しない  

適・否 
タ 「志賀町建設工事請負業者の指名停止に関する要綱の規定による競争入札参加資格の指名停

止措置を受けている者」に該当しない 

適・否 

チ 「志賀町における令和７・８年度建設工事競争入札参加資格者以外の者であって、志賀町建設工

事請負業者の指名停止に関する要綱に係る指名停止等措置基準の別表に掲げる行為（応募書

類の受付日から当該別表に掲げる行為毎に、対応する期間を遡った日以後のものに限る。）を行

った者」に該当しない 

適・否 
ツ 「志賀町暴力団排除条例（平成２４年条例第１号））の規定による排除措置を受けている者」に該

当しない 
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【連合体】

本事業にかかる「事業者募集要領」 第４応募者の要件を確認する次の書類を添付してください。 

提出する添付資料のチェック欄にチェック（✓）を入れて、本様式も提出してください。 

 

添付資料 チェック欄 

（１） 事業者の商業登記簿謄本（又は現在事項全部証明書）の写し  

（２） 
事業者の印鑑登録証明書の写し（発効日から３ヶ月以内のもの） 

※ただし、個人事業者は商業登記簿謄本に代わる書類の提出は不要とする。 
 

（３） 

税に関し滞納がないことの証明等の書類を添付すること（納税証明書の

写しの最新のものを添付すること）。 

添付する納税証明書の写しはコピーでも可とする。 

１．国税（税務署） 

納税証明書交付請求書にて下記の交付を受け提出すること。 

 個人の場合：「証明書の種類（その３の２）」にて請求する「申告所

得税及復興特別所得税」と「消費税及地方消費税」に未納税額

がないことの証明書 

 法人の場合：「証明書の種類（その３の３）」にて請求する「法人

税」と「消費税及地方消費税」に未納税額がないことの証明書 

２．県税（地域振興局） 

納税証明書交付申請書にて下記の申請をし、交付を受け提出する

こと。 

 使用目的欄：「７その他」を○で囲み、カッコ内に「志賀町買取型

復興公営住宅整備事業の応募」と記載する。 

 証明事項欄：「６県税に未納（課税）がないこと」を○で囲む。 

３．個人県民税（市町村） 

個人（法人）県民税は住所を有する市町村が窓口となるので、必要

な申請を行い、交付（滞納がないことの証明等）を受け提出するこ

と。 

 

（４） 
設計・工事監理業に関する資格を確認する資料 

建築士法第 23 条の３第１項の規定に基づく建築士事務所登録通知書

のコピー 

 

（５） 
設計・工事監理

済証の写し、ＴＥＣＲＩＳ実績の写し、契

約書の写し等） 
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【連合体】 

建築士事務所 

名 称  

要件の適合 

 

適・否 

所 在 地  

一級建築士事務所、 

二級建築士事務所 

又は木造建築士事務所の別 

 

登 録 申 請 者 
氏名又は名称 

住所又は事務所所在地 

登 録 年 月 日     年  月  日 

登 録 番 号  

有 効 期 間     年   月   日 か ら 令 和   年   月   日 ま で 

建築士在籍数 
一 級  

－ 
二 級  

 

１ 

業  務  名  

要件の適合 

 

適・否 

工 事 場 所  

建 築 主 名  

延 べ 面 積     ㎡ 階 数      

構 造  戸 数 戸 

業 務 期 間     年   月   日 か ら 令 和  年   月   日 ま で 

備   考  

２ 

業  務  名  

要件の適合 

 

適・否 

工 事 場 所  

建 築 主 名  

延 べ 面 積   ㎡       階 数  

構 造  戸 数 戸 

業 務 期 間     年   月   日 か ら 令 和  年   月   日 ま で 

備   考  
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【連合体】

本事業にかかる「事業者募集要領」 第４応募者の要件「１共通要件（２）応募者の共通の資格要件」を満た

すことを誓約します。 

資格要件の適合 応募者の共通の資格要件 

適・否 ア 「成年被後見人」に該当しない 

適・否 
イ 「民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第３条第３項の規定により、なお従

前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治 29 年法律第 89 号）第 11 条に規定す

る準禁治産者 」に該当しない 

適・否 ウ 「被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの 」に該当しない 

適・否 
エ 「民法第 17 条第１項の規定による契約締結に関する同権付与の審判を受けた被補助人であっ

て、契約締結のために必要な同意を得ていないもの 」に該当しない 

適・否 
オ 「営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないも

の」に該当しない 

適・否 
カ 「破産法（平成 16 年６月２日法律第 75 号）第 256 条による復権の決定を受けていない者」に該

当しない 

適・否 
キ 「地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者 （同項各号

のいずれかに該当する事実があった後２年を経過した者を除く。）又はその者を代理人、支配人そ

の他の使用人若しくは入札代理人として使用する者 」に該当しない 

適・否 ク 「建設業法第 28 条第３項又は第５項の規定による営業停止命令を受けている者 」に該当しない 

適・否 
ケ 「宅地建物取引業法第 65 条第２項又は第４項の規定による業務の停止命令を受けている者」に

該当しない 

適・否 コ 「建築士法第 26 条第２項の規定による事務所の閉鎖命令を受けている者 」に該当しない 

適・否 

サ 「会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項又は第２項の規定による更生手続開

始の申立て（以下「更生手続開始の申立て」という。）をしている者又は更生手続開始の申立てを

なされている者。ただし、同法第 41 条第１項の更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係

る同法第 199 条第１項の更生計画の認可の決定があった場合を除く。」に該当しない 

適・否 

シ 「民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の第１項又は第２項の規定による再生手続き

開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし、同法第 33 条第１項の再生手

続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第 174 条第１項の再生計画認可の決定が確定

した場合を除く。」に該当しない 

適・否 

ス 「会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成 17 年法律第 87 号）第 64 条による

改正前の商法（明治 32 年法律第 48 号）第381 条第１項（会社法の施行に伴う関係法律の整

備に関する法律第 107 条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）の規定に

よる会社の整理の開始を命ぜられている者」に該当しない 

適・否 
セ 「破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19 条の規定による破産手続開始の破産

手続開始の申立てをなされている者」に該当しない 

適・否 ソ 「過去１年間の国税、地方税その他公租公課について滞納している者」に該当しない  

適・否 
タ 「志賀町建設工事請負業者の指名停止に関する要綱の規定による競争入札参加資格の指名停

止措置を受けている者」に該当しない 

適・否 

チ 「志賀町における令和７・８年度建設工事競争入札参加資格者以外の者であって、志賀町建設工

事請負業者の指名停止に関する要綱に係る指名停止等措置基準の別表に掲げる行為（応募書

類の受付日から当該別表に掲げる行為毎に、対応する期間を遡った日以後のものに限る。）を行

った者」に該当しない 

適・否 
ツ 「志賀町暴力団排除条例（平成２４年条例第１号））の規定による排除措置を受けている者」に該

当しない 
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【連合体】

本事業にかかる「事業者募集要領」 第４応募者の要件を確認する次の書類を添付してください。 

提出する添付資料のチェック欄にチェック（✓）を入れて、本様式も提出してください。 

 

添付資料 チェック欄 

（１） 事業者の商業登記簿謄本（又は現在事項全部証明書）の写し  

（２） 
事業者の印鑑登録証明書の写し（発効日から３ヶ月以内のもの） 

※ただし、個人事業者は商業登記簿謄本に代わる書類の提出は不要とする。 
 

（３） 

税に関し滞納がないことの証明等の書類を添付すること（納税証明書の

写しの最新のものを添付すること）。 

添付する納税証明書の写しはコピーでも可とする。 

１．国税（税務署） 

納税証明書交付請求書にて下記の交付を受け提出すること。 

 個人の場合：「証明書の種類（その３の２）」にて請求する「申告所

得税及復興特別所得税」と「消費税及地方消費税」に未納税額

がないことの証明書 

 法人の場合：「証明書の種類（その３の３）」にて請求する「法人

税」と「消費税及地方消費税」に未納税額がないことの証明書 

２．県税（地域振興局） 

納税証明書交付申請書にて下記の申請をし、交付を受け提出する

こと。 

 使用目的欄：「７その他」を○で囲み、カッコ内に「志賀町買取型

復興公営住宅整備事業の応募」と記載する。 

 証明事項欄：「６県税に未納（課税）がないこと」を○で囲む。 

３．個人県民税（市町村） 

個人（法人）県民税は住所を有する市町村が窓口となるので、必要

な申請を行い、交付（滞納がないことの証明等）を受け提出するこ

と。 

 

（４） 
設計・工事監理業に関する資格を確認する資料 

建築士法第 23 条の３第１項の規定に基づく建築士事務所登録通知書

のコピー 

 

（５） 
設計・工事監理業務の実績を確認する資 
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【連合体】 

商 号 又 は 名 称  

要件の適合 

 

適・否 

代 表 者 氏 名  

許 可 番 号  

許 可 の 有 効 期 限  

建 設 業 の 種 類  

 

１ 

業  務  名  

要件の適合 

 

適・否 

工 事 場 所  

建 築 主 名  

延 べ 面 積     ㎡ 階 数      

構 造  戸 数 戸 

業 務 期 間     年   月   日 か ら 令 和  年   月   日 ま で 

備   考  

２ 

業  務  名  

要件の適合 

 

適・否 

工 事 場 所  

建 築 主 名  

延 べ 面 積   ㎡       階 数  

構 造  戸 数 戸 

業 務 期 間     年   月   日 か ら 令 和  年   月   日 ま で 

備   考  
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【連合体】

本事業にかかる「事業者募集要領」 第４応募者の要件「１共通要件（２）応募者の共通の資格要件」を満た

すことを誓約します。 

資格要件の適合 応募者の共通の資格要件 

適・否 ア 「成年被後見人」に該当しない 

適・否 
イ 「民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第３条第３項の規定により、なお従

前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治 29 年法律第 89 号）第 11 条に規定す

る準禁治産者 」に該当しない 

適・否 ウ 「被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの 」に該当しない 

適・否 
エ 「民法第 17 条第１項の規定による契約締結に関する同権付与の審判を受けた被補助人であっ

て、契約締結のために必要な同意を得ていないもの 」に該当しない 

適・否 
オ 「営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないも

の」に該当しない 

適・否 
カ 「破産法（平成 16 年６月２日法律第 75 号）第 256 条による復権の決定を受けていない者」に該

当しない 

適・否 
キ 「地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者 （同項各号

のいずれかに該当する事実があった後２年を経過した者を除く。）又はその者を代理人、支配人そ

の他の使用人若しくは入札代理人として使用する者 」に該当しない 

適・否 ク 「建設業法第 28 条第３項又は第５項の規定による営業停止命令を受けている者 」に該当しない 

適・否 
ケ 「宅地建物取引業法第 65 条第２項又は第４項の規定による業務の停止命令を受けている者」に

該当しない 

適・否 コ 「建築士法第 26 条第２項の規定による事務所の閉鎖命令を受けている者 」に該当しない 

適・否 

サ 「会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項又は第２項の規定による更生手続開

始の申立て（以下「更生手続開始の申立て」という。）をしている者又は更生手続開始の申立てを

なされている者。ただし、同法第 41 条第１項の更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係

る同法第 199 条第１項の更生計画の認可の決定があった場合を除く。」に該当しない 

適・否 

シ 「民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の第１項又は第２項の規定による再生手続き

開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし、同法第 33 条第１項の再生手

続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第 174 条第１項の再生計画認可の決定が確定

した場合を除く。」に該当しない 

適・否 

ス 「会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成 17 年法律第 87 号）第 64 条による

改正前の商法（明治 32 年法律第 48 号）第381 条第１項（会社法の施行に伴う関係法律の整

備に関する法律第 107 条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）の規定に

よる会社の整理の開始を命ぜられている者」に該当しない 

適・否 
セ 「破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19 条の規定による破産手続開始の破産

手続開始の申立てをなされている者」に該当しない 

適・否 ソ 「過去１年間の国税、地方税その他公租公課について滞納している者」に該当しない  

適・否 
タ 「志賀町建設工事請負業者の指名停止に関する要綱の規定による競争入札参加資格の指名停

止措置を受けている者」に該当しない 

適・否 

チ 「志賀町における令和７・８年度建設工事競争入札参加資格者以外の者であって、志賀町建設工

事請負業者の指名停止に関する要綱に係る指名停止等措置基準の別表に掲げる行為（応募書類

の受付日から当該別表に掲げる行為毎に、対応する期間を遡った日以後のものに限る。）を行った

者」に該当しない 

適・否 
ツ 「志賀町暴力団排除条例（平成２４年条例第１号））の規定による排除措置を受けている者」に該

当しない 
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【連合体】 

本事業にかかる「事業者募集要領」 第４応募者の要件を確認する次の書類を添付してください。 

提出する添付資料のチェック欄にチェック（✓）を入れて、本様式も提出してください。 

 

添付資料 チェック欄 

（１） 事業者の商業登記簿謄本（又は現在事項全部証明書）の写し  

（２） 
事業者の印鑑登録証明書の写し（発効日から３ヶ月以内のもの） 

※ただし、個人事業者は商業登記簿謄本に代わる書類の提出は不要とする。 
 

（３） 

税に関し滞納がないことの証明等の書類を添付すること（納税証明書の

写しの最新のものを添付すること）。 

添付する納税証明書の写しはコピーでも可とする。 

１．国税（税務署） 

納税証明書交付請求書にて下記の交付を受け提出すること。 

 個人の場合：「証明書の種類（その３の２）」にて請求する「申告所

得税及復興特別所得税」と「消費税及地方消費税」に未納税額

がないことの証明書 

 法人の場合：「証明書の種類（その３の３）」にて請求する「法人

税」と「消費税及地方消費税」に未納税額がないことの証明書 

２．県税（地域振興局） 

納税証明書交付申請書にて下記の申請をし、交付を受け提出する

こと。 

 使用目的欄：「７その他」を○で囲み、カッコ内に「志賀町買取型

復興公営住宅整備事業の応募」と記載する。 

 証明事項欄：「６県税に未納（課税）がないこと」を○で囲む。 

３．個人県民税（市町村） 

個人（法人）県民税は住所を有する市町村が窓口となるので、必要

な申請を行い、交付（滞納がないことの証明等）を受け提出するこ

と。 

 

（４） 
建築工事業に関する資格を確認する資料 

建設業法第３条の規定に基づく建設業許可通知書のコピー 
 

（５） 
建築工事業の実績を確認する資料 
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【連合体】

商 号 又 は 名 称  

要件の適合 

 

適・否 

代 表 者 氏 名  

主 た る 事 務 所  

免 許 証 番 号  

有 効 期 間     年  月  日から 令和  年  月  日まで 

専 任 の 宅 地 

建 物 取 引 士 

氏  名  
－ 

登録番号  
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【連合体】

本事業にかかる「事業者募集要領」 第４応募者の要件「１共通要件（２）応募者の共通の資格要件」を満た

すことを誓約します。 

資格要件の適合 応募者の共通の資格要件 

適・否 ア 「成年被後見人」に該当しない 

適・否 
イ 「民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第３条第３項の規定により、なお従

前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治 29 年法律第 89 号）第 11 条に規定す

る準禁治産者 」に該当しない 

適・否 ウ 「被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの 」に該当しない 

適・否 
エ 「民法第 17 条第１項の規定による契約締結に関する同権付与の審判を受けた被補助人であっ

て、契約締結のために必要な同意を得ていないもの 」に該当しない 

適・否 
オ 「営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないも

の」に該当しない 

適・否 
カ 「破産法（平成 16 年６月２日法律第 75 号）第 256 条による復権の決定を受けていない者」に該

当しない 

適・否 
キ 「地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者 （同項各号

のいずれかに該当する事実があった後２年を経過した者を除く。）又はその者を代理人、支配人そ

の他の使用人若しくは入札代理人として使用する者 」に該当しない 

適・否 ク 「建設業法第 28 条第３項又は第５項の規定による営業停止命令を受けている者 」に該当しない 

適・否 
ケ 「宅地建物取引業法第 65 条第２項又は第４項の規定による業務の停止命令を受けている者」に

該当しない 

適・否 コ 「建築士法第 26 条第２項の規定による事務所の閉鎖命令を受けている者 」に該当しない 

適・否 

サ 「会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項又は第２項の規定による更生手続開

始の申立て（以下「更生手続開始の申立て」という。）をしている者又は更生手続開始の申立てを

なされている者。ただし、同法第 41 条第１項の更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係

る同法第 199 条第１項の更生計画の認可の決定があった場合を除く。」に該当しない 

適・否 

シ 「民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の第１項又は第２項の規定による再生手続き

開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし、同法第 33 条第１項の再生手

続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第 174 条第１項の再生計画認可の決定が確定

した場合を除く。」に該当しない 

適・否 

ス 「会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成 17 年法律第 87 号）第 64 条による

改正前の商法（明治 32 年法律第 48 号）第381 条第１項（会社法の施行に伴う関係法律の整

備に関する法律第 107 条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）の規定に

よる会社の整理の開始を命ぜられている者」に該当しない 

適・否 
セ 「破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19 条の規定による破産手続開始の破産

手続開始の申立てをなされている者」に該当しない 

適・否 ソ 「過去１年間の国税、地方税その他公租公課について滞納している者」に該当しない  

適・否 
タ 「志賀町建設工事請負業者の指名停止に関する要綱の規定による競争入札参加資格の指名停

止措置を受けている者」に該当しない 

適・否 

チ 「志賀町における令和７・８年度建設工事競争入札参加資格者以外の者であって、志賀町建設工

事請負業者の指名停止に関する要綱に係る指名停止等措置基準の別表に掲げる行為（応募書類

の受付日から当該別表に掲げる行為毎に、対応する期間を遡った日以後のものに限る。）を行った

者」に該当しない 

適・否 
ツ 「志賀町暴力団排除条例（平成２４年条例第１号））の規定による排除措置を受けている者」に該

当しない 

 



 

29 

【連合体】

本事業にかかる「事業者募集要領」 第４応募者の要件を確認する次の書類を添付してください。 

提出する添付資料のチェック欄にチェック（✓）を入れて、本様式も提出してください。 

 

添付資料 チェック欄 

（１） 事業者の商業登記簿謄本（又は現在事項全部証明書）の写し  

（２） 
事業者の印鑑登録証明書の写し（発効日から３ヶ月以内のもの） 

※ただし、個人事業者は商業登記簿謄本に代わる書類の提出は不要とする。 
 

（３） 

税に関し滞納がないことの証明等の書類を添付すること（納税証明書の

写しの最新のものを添付すること）。 

添付する納税証明書の写しはコピーでも可とする。 

１．国税（税務署） 

納税証明書交付請求書にて下記の交付を受け提出すること。 

 個人の場合：「証明書の種類（その３の２）」にて請求する「申告所

得税及復興特別所得税」と「消費税及地方消費税」に未納税額

がないことの証明書 

 法人の場合：「証明書の種類（その３の３）」にて請求する「法人

税」と「消費税及地方消費税」に未納税額がないことの証明書 

２．県税（地域振興局） 

納税証明書交付申請書にて下記の申請をし、交付を受け提出する

こと。 

 使用目的欄：「７その他」を○で囲み、カッコ内に「志賀町買取型

復興公営住宅整備事業の応募」と記載する。 

 証明事項欄：「６県税に未納（課税）がないこと」を○で囲む。 

３．個人県民税（市町村） 

個人（法人）県民税は住所を有する市町村が窓口となるので、必要

な申請を行い、交付（滞納がないことの証明等）を受け提出するこ

と。 

 

（４） 
宅地建物取引業に関する資格を確認する資料 

宅地建物取引業法第３条第１項の規定に基づく宅地建物取引業者免

許証及び同法第 22 条の２第１項に基づく宅地建物取引士証のコピー 
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（様式３－１①） 【単独事業者】 

 

 

 

令和  年   月  日 

 

 

志賀町長 稲岡 健太郎 様 

 

提 出 者 

商 号 又 は名 称  

所 在 地  

代 表 者 氏 名  印 

連絡担当者 

所          

属 

 

氏          

名 

 

電 話 番 号  

（携帯電話等注：1）  

Ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ  

 

 

 

 

志賀町買取型復興公営住宅整備事業[富来地域その２]について、事業者募集要領に基づき別添の

とおり提案書を提出します。 
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（様式３－１②）【連合体】

 

 

 

令和  年   月  日 

 

 

志賀町長 稲岡 健太郎 様 

 

提 出 者 

連 合 体 名  

代 表 事 業 者  

所 在 地 

（代表者の本店所在地） 

 

代 表 者 氏 名  印 

連絡担当者 

所       属  

氏       名  

電 話 番 号  

（携帯電話等注：1）  

Ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ  

 

 

 

 

志賀町買取型復興公営住宅整備事業[富来地域その２]について、事業者募集要領に基づき別添の

とおり提案書を提出します。 
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（様式３－２） ［第 1 段階審査］  

 

提案事業者が要件を満たしていることを確認し、チェック（✔）を記入してください。 

全項目に記入できない場合は、失格となります。 
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（様式３－３①） ［第２段階審査］ 

 



 

34 

（様式３－３②） ［第２段階審査］ 
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（様式３－３③） ［第２段階審査］ 
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（様式３－３④） ［第２段階審査］ 
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（様式３－３⑤） ［第２段階審査］ 
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（様式３－４①） ［第２段階審査］ 

 

建設工期 

（様式３－６事業工程表と整合させること） 
令和   年   月   日限り 

 

注：１ 【建設工期】＝【①事業者着手日】～【②完成検査が完了する日】まで 

① 事業者着手日：選定事業者決定予定日 （令和８年６月 23 日（火）） 

②完成検査が完了する日：基本協定書（案）第 23 条第１項に基づく 

注：２ 売買契約の際に工期の根拠となるため、実現可能な建設工期を記入すること 

注：３ 売買契約の締結は、町議会の議決が必要となるため、設計確認から売買契約までは、30 日程度の期間を見込

み、建設工期を提案すること（様式３－６「事業工程表」にこの期間を明示すること） 

注：４ 様式３－６「事業工程表」と整合させるもの 

地質調査等、設計（基本設計及び実施設計）、建築確認、住宅性能評価（住宅の品質確保の促進等に関する法律

第６条の規定に基づく設計及び建設住宅性能評価）、その他本事業に係るすべての審査等に要する期間を含む。 

注：５ 地縄張り作業や丁張り作業、仮設物（仮設トイレ・仮設事務所・仮囲い等）設置作業期間及び年末年始等の休工

日を含む。  

注：６  労働基準法及び働き方改革関連法に基づいた建設工期を提案すること。 

 

 

住宅等の売買価格 円 

注：１ 住宅等の売買価格は、様式３－４②の「【Ａ】住宅本体工事等の売買価格内訳」と「【Ｂ】 その他整備費の売買価格

内訳」の合計とすること。 

注：２ 売買価格は、住宅本体工事等の売買価格及びその他整備費の売買価格を参考とし、町と選定事業者で協議のう

え、売買契約締結までに確定するものとする。 
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（様式３－４②） ［第２段階審査］ 

 

事 項 
売買価格（円） 

（消費税含む） 
備 考 

 設計・工事監理費 

 

① 敷地整備（造成）設計  円 

注１ 

② 基本・実施設計  円 

③ 工事監理費  円 

④ その他 

 円 
 主な内容  

 小 計（①＋②＋③＋④＋⑤）  円 

 住宅新築工事費 

 ①建築工事  円 

注２ 

 ②電気設備工事  円 

 ③機械設備工事  円 

 

④その他工事 

 円 
 主な内容  

（参考）算出根拠 １戸当たり平均床面積  ㎡ 

⑤住宅の杭 

又は地盤改良工事費 
 円 

 小 計（①＋②＋③＋④＋⑤）  円 

合 計 ( ＋  )  円  
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事 項 
売買価格（円） 

（消費税含む） 
備 考 

宅地造成工事費、上下水道工事費 

 

① 宅地造成工事費  円 

注３ 

②上下水道工事費  円 

外構工事費  円 注４ 

その他 

 円 注５ 

主な内容

合 計（ ＋ ＋ ）  円  
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（様式３－５） ［第２段階審査］ 

 

事業資金 

調達内訳 

（円） 

事 業 費 総 額  

自 己 資 金  

借 入 金  

そ の 他  

合  計  

上記借入金 

調達予定先 

① 

所 在 地  

商 号 又 は 名 称  

調 達 予 定 額  

担 当 者 （ 役 職 等 ）  

電 話 番 号  

上記借入金 

調達予定先 

② 

所 在 地  

商 号 又 は 名 称  

調 達 予 定 額  

担 当 者 （ 役 職 等 ）  

電 話 番 号  
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 ［第２段階審査］ 

年月 

項目 

令和 8 年度 令和 9 年度 

6

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1 

月 

2 

月 

3 

月 

4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

調
査
設
計 

宅地造成 

設計 
                      

建物（基本）                       

建物（実施）                       

工
事 

建築                       

宅地造成 

上下水道 
                      

申
請
␡検
査 

開発許可 

申請 
                      

建築確認 

申請 
                      

住宅性能 

評価 
                      

完成検査                       

注：１ 各項目の実施期間を実線で示し、日付を明示すること。また、各種申請、検査、工事着手、完了時期等を明示すること。 
注：２ 様式３－４①で提案する「建設工期」と整合させること。なお、建設工期は、事業着手日から基本協定書（案）第 23 条第 1 項の完成検査が完了するまでであり、基本協定書（案）第 24 条の買取検査（住

宅等の引渡し）が完了するまでではないので、注意すること。 
注：３ 売買契約の締結は、町議会の議決が必要となるため、設計確認から売買契約までは、30 日程度の期間を見込み、この期間を明示すること。 
注：４ 各項目は例示であり、適宜欄を追加し、参加者の提案に応じた内容とすること。                 
注：５ Ａ４版で横１枚に整理すること。 


